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【１】「自由」という言葉にはいろいろな意味がある。

解放としての自由、従属や強制からの自由、貧困からの

自由、全能感としての自由、選択の自由、自律としての

自由、内なるエゴからの自由、放任としての自由、規範

侵犯としての自由、失うものが何もない状態としての自

由、必然の認識としての自由……。 
 自由という言葉がどうしてこれほど多義的な意味をも

つのかといえば、それが「よき社会とよき人生」を構想

する上で重要なキーワードになっているからであろう。

重要な言葉は、往々にして多義的であり、その解釈をめ

ぐって人々はたえず議論している。解釈や意味を争うべ

く運命づけられているような言葉を「抗争概念

(contested concept)」というが、「自由」とはまさに、

その意味を争うべき抗争概念として存在している。 
 だからまず驚くべきは、人々が自由の意味をさまざま

に解釈しうるにもかかわらず、どうして社会は可能にな

っているのか、ということだろう。実利的にみれば、社

会は自由の意味を確定しなくても可能である。すなわち

社会は、自由の意味を各人の解釈に任せておいて、そこ

にさまざまな妥協点を見いだすことができれば、運営す

ることができる。しかしわれわれが問うべきは、「いか

にして妥協的な社会は可能か」ではなく、「いかにして

自由な社会は可能か」である。そこでまず、Ｉ・バーリ

ンの有名な定義に倣って、「積極的自由」と「消極的自

由」を区別することから検討をはじめよう。 
 「積極的自由」とは、「～への自由」、すなわち自己

支配としての自由であり、これには、自己を律する「自

律」の意味と、集団によって集団を律する「自治」の意

味がある。これに対して「消極的自由」とは、「～から

の自由」、すなわち強制からの自由であり、これには他

者の干渉からの自由と、自分の内なる強制状態（押さえ

がたい衝動や、自由を享受する能力の不足）からの自由

という意味がある。バーリンはこの二つの自由概念のう

ち、消極的自由のほうがすぐれた概念であるとみなした。

なぜなら「積極的自由」は、歴史的にみて、個人主義を

否定するような「集団支配の自由」へと転化してしまう

危険を絶えず伴ったからである。なるほど「積極的自

由」という概念は魅力的である。しかし魅力的な概念ほ

ど危険をはらむ以上、われわれは消極的自由の概念を用

いて社会を論じた方がよいというわけだ。 
 こうしたバーリンの主張とは逆に、Ｅ・フロムは「消

極的自由」という概念の方が危険であると考えた。フロ

ムによれば、人々は前近代的な諸々の束縛から解放され

て自由になると、孤独や不安にさいなまれ、自由を耐え

難い重荷であると感じるようになる。そうなると人々は、

かえって権威者への服従を希求するようになり、実際、

ファシズムのような政治体制を生み出すことにもなった。

こうした「自由からの逃走」を防ぐために、フロムは、

一方では自律した主体の確立を訴え、他方では社会制度

として、「民主主義的社会主義」という計画経済を構想

した。しかしこの社会構想は、結局のところ個人の消極

的自由を奪い、自由主義とは逆の「集団主義」に至って

しまう点で、困難を抱えていると言わざるを得ないだろ

う。 
 以上の議論から分かることは、自由という理想はきわ

めて逆説的だということである。「消極的自由」を求め

れば、その意図せざる結果として権威主義の希求に至り

つく。これに対して「積極的自由」を求めれば、やはり

その意図せざる結果として、集団主義の希求に至りつく。

いずれも、自由を求めて不自由に至るわけである。これ

ら二つの「自由の逆説」は、概念を社会的に操作するこ

との難しさ、すなわち、人間理性の弱さに基づくもので

あろう。われわれはこの困難を、いかにしてクリアする

ことができるだろうか。 
【２】消極的自由の問題から考え直してみよう。消極的

自由（～からの自由）の価値は、「稀少財」としての性

質をもっている。人は一般に、拘束されていればいるほ

ど消極的自由を希求するので、社会にさまざまな制約が

あった方が、一単位あたりの消極的自由の取得は、大き

な価値（効用）をもたらす。ところが消極的自由があり
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余ってくると、空気や水と同じで、その価値を実感する

ことができなくなる。つまり、それ以上に消極的自由を

増やしても、限界効用がゼロになってしまう。いやそれ

どころか、かえって負の効用をもたらすことにもなるだ

ろう。というのも多くの人々は、あり余る自由を前にし

て、そうした自由を有効利用できない自分に不満を感じ

てしまうからである。 
 とすれば、自由の価値（効用）を実感できる社会とは、

制度の自由化と規制化が、相互に訪れるような社会では

ないだろうか。制度を自由化する局面では、自由の価値

を実感し、逆に、自由を規制化する局面では、自由がも

たらす負の効用をくいとめる。こうして社会は、自由か

ら最大の価値を引き出すことができる、と考えるのであ

る。消極的自由の制度を「リバティ」と呼び、それがも

たらす心的価値（効用）を「フリーダム」と呼ぶならば、

われわれは、リバティを循環的に変動させることによっ

て、フリーダムを最大化することができるだろう。この

ように考えれば、リバティの量が循環する「自由変動社

会」こそ、すぐれた自由社会だということになる。 
 しかしこうした社会構想は、「意地の悪い」提案であ

る。フリーダムを実感するために、わざと制度を変動さ

せるというのは、作為的な感じがするからである。われ

われはむしろ、多くの人々がフリーダム（自由の価値）

を実感できなくても、リバティを一貫して追求するべき

ではないだろうか。自由な社会とは、他人の権利を侵害

しないかぎりリバティを認めるような社会ではないだろ

うか。世の中には、自由を与えられて楽しむことのでき

る人と、逆に、自由を無駄遣いしてしまい、かえって満

足の得られない人がいる。社会全体として自由を無駄遣

いする人が多いとしても、しかし制度としてはリバティ

を最大化して、自由を楽しみたい人たちを妨げないよう

にすべきではないだろうか。 
 もっとも、多くの個人が自由を行使すれば、人々のコ

ミュニケーションは不確実になり、社会は不安定化して

脆いものとなる。そうなると人々は、リバティよりも、

意思疎通の確かさや、なま温かい情緒性や、雇用の安定

などを求めるようになるだろう。一般論として言えば、

人々が他の諸価値よりもリバティをつねに優先するとは

考えがたい。とすれば、自由な社会を実現するためには、

人々の意向（民意）に抗してでも、人々が「自由を放棄

する自由」を制度的に制限しなければならない。この点

において自由な社会は、民主主義と対立する側面をもっ

ている。 
【３】以上においてわれわれは、自由な社会を「リバテ

ィの最大化」として考えてみた。しかし、そもそも、自

由とは幻想に過ぎないのではないかという見解がある。

マルクス的な社会科学の伝統的な議論である。それによ

ると、各人が自由意志に基づいて選択したことでも、実

は社会状況や社会構造によって「選ばされている」ので

あり、自由な選択など存在しない。例えば、私が駅の売

店でガムを買ったとしたら、その購買行為は、ガム会社

の宣伝や資本主義社会の全体構造によって、すでに決定

づけられていたとみなせる、というのである。 
 こうした因果決定論は、しかしそれがたとえ正しいと

しても、制度としての自由（リバティ）を否定すること

にはならない。例えば私がある会社を設立して、最初は

利益を上げたが、やがて社会情勢が変化して倒産に追い

込まれたとしよう。この場合、倒産の原因が社会的情勢

の変化にあったとしても、自由社会においては、その責

任を自分で引き受けなければならない。私には会社の運

営方針を刷新して倒産を免れるという選択肢もあったの

だから、そのような選択をできなかったことに対して、

責任をとらなければならないのである。このように自由

な社会とは、出来事の因果性の問題とは関係なく、何か

失敗が起きた場合に、その責任を行為主体に帰するとい

う「社会的取り決め」によって可能になっている。 
 別の議論として、温情主義的な自由否定論というもの

がある。それによると、「多くの民衆や未成年は、主体

的な自己決定をすることができないので、選択の自由に

晒されることから守ってあげるべきだ」という。例えば

援助交際に関して、援助交際をする多くの女性は、自己

を決める「自己」など確立していないのだから、自己決

定権を制約すべきだ（援助交際を規制すべきだ）という

考え方がある。しかし自由な社会とは、十分な自己決定

能力がない人にも、「試行錯誤する自由」を与えるよう

な社会である。例えば、義務教育における授業をすべて

選択科目制にしたり、また学校を選択する自由権を家庭

に与えることは、未熟な自己決定能力しかもたない人々

に試行錯誤の機会を与える制度として、望ましいといえ

る。自由な社会は、主体的な自己決定能力に依拠しなく
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ても、試行錯誤の奨励という点から正当化することがで

きる。 
【４】このように「自由」を社会制度の条件として考え

てみると、因果決定論や主体性の欠如といった既存の議

論は、自由社会を否定する論拠にならない、ということ

が分かる。しかしだからといって、何でも自由にすれば

社会がうまくいくというわけではない。例えば法を侵す

自由までも認めてしまうならば、社会は「自由の条件」

そのものを掘り崩してしまうだろう。では自由を成立さ

せる社会的条件は何か。この問題はすでに、社会学の始

祖ジンメルによって徹底的に考察されている。そこでわ

れわれは最後に、ジンメルの議論を再構成しながら、自

由な社会の条件について考えてみたい。 
 第一に、自由は、非人格的・超個人的なものに従うこ

とによって可能になる。例えば、貨幣価格という非人格

的な力を受け入れること、事務的に物象化された人間関

係を取り結ぶこと、舞踏会などの社交に見られる匿名的

な付き合い方の作法を身につけること、法の支配を受け

入れること。こうした行為様式は、それによって各人の

人格的独立性を確保できる点で、具体的な他者（の恣

意）に支配されるよりも、自由である。ジンメルによれ

ば、象徴的な「権威」を承認することは、具体的な人格

者のもつ「威信」を承認することよりも、感情的な依存

関係をもたない点で、内面の自由を確保することができ

る。また、抽象的な法（ルール）を承認することは、何

をしてはならないかについての禁止条項を守ることによ

って、何をすべきかに関する自由を保障することができ

る。なお、法の支配が成立するためには、「支配圏の十

分な広さ」が必要である。支配者が多くの人々を支配す

る場合、各人のより少ない部分しか支配できなくなる傾

向にあり、支配されない部分において、各人は個性を自

由に発展させることができるからである。 
 第二に、自由は、支配者の交代と流動性を制度化する

ことによって、可能になる。社会において実行可能な自

由とは、あらゆる支配からの解放ではなく、悪しき支配

からの自由である。悪しき支配者を早く平和に退任させ

るためには、期間を限定して、支配服従の関係を交代し

うる制度が望ましい。具体的には例えば、統治者をすば

やく代替しうる「二大政党制」である。こうした制度は、

互いに切磋琢磨する精神を制度化した点で、「闘争的秩

序」と呼ぶことができるだろう。闘争は、人々を共同的

相互関係や支配服従関係におかず、また、無関心による

関係の断絶に至ることもない点で、自由で対等な関係を

維持する最良の方法である。自由な社会は、闘争関係の

平和的維持によって可能になる。 
 第三に、自由は、人間関係の断絶においてではなく、

むしろ人間関係の中において可能になる。自由とは、先

天的にもって生まれた資質ではないし、また、後天的に

獲得した財産でもない。自由は人間関係において生成す

るプロセスであり、関係の中で絶えず精神的な自己解放

を遂げることである。したがってわれわれは、単一の凝

り固まった自己に固執すべきではなく、むしろ自己の内

面を分裂させて試行錯誤を試み、新たな可能性を獲得し

ていくべきである。そのために必要なのは、平凡なも

の・画一的なもの・陳腐なものを嫌悪し、すぐれたも

の・変わったもの・特異なものを評価していくことであ

ろう。また、多数派の意見による専制を避け、少数派の

意見に耳を傾けるという態度も必要である。少数派の他

者との交流を通じて、自らの親密圏をたえずズラしてい

くということが望ましい。 
 第四に、自由は、複数所属によって可能となる。ジン

メルによれば、人は互いに拮抗する複数の権威に従属す

ることによって、一人の支配者に従属するよりも、人格

の独立性を確保することができる。また複数の規範が衝

突する場面に身をおくならば、主体は葛藤をもちながら

も、バランス感覚によって、権威からの自由を獲得する

ことができる。さらに複数所属は、自分にとって嫌な共

同性を容易に断ち切ることができるので、悪しき共同体

を淘汰することができる。この点において複数所属は、

自由な社会の条件を構成する。 
 以上、ジンメルの知見に導かれつつ、自由の条件を四

つに整理した。非人格的なものへの服従、支配の流動化、

自己分化と試行錯誤、および、複数所属である。これら

の諸条件は、自由な社会の制度基盤とみなすことができ

る。しかし自由な社会といっても、どのような自由をど

のように価値づけるかによって、さまざまな社会構想に

至るにちがいない。したがってさらに検討すべきは、自

由な社会の諸類型、であろう。 
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